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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続可能な端末装置と、
　所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービ
スを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サー
ビスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を
重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記
憶部と、
　前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２
のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、
　前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタン
プ画像管理情報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者
毎に判別可能に登録しておくデータベースと、
　を備えるサービス登録処理システムであって、
　前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
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れることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する第１スタンプ画像登録手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段
と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表
示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表
示されていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタ
ンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタン
プ画像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて、
　前記画像提供装置は、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情報を前
記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手段と、
　前記受信された応答情報に含まれるカード画像を表示画面上に表示させると共に、当該
カード画像における表示領域上に前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の
少なくとも何れか一方のスタンプ画像を表示させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて、
　前記画像提供装置は、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示された
前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ
画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、
　前記生成された表示用カード画像のデータを含む応答情報を前記ネットワークを介して
前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手段と、
　前記受信された応答情報に含まれる表示用カード画像を表示画面上に表示させる表示制
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御手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項４】
　ネットワークに接続可能な端末装置と、
　所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービ
スを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サー
ビスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を
重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記
憶部と、
　前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２
のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、
　前記カード画像のデータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付
けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースと、
　を備えるサービス登録処理システムであって、
　前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ
画像を表示させるべき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該
重畳されたカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳
手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画
像の表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が
表示されていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のス
タンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータを更新登録する第２スタンプ画
像重畳手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項５】
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、所定のサ
ービスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像
を重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する
記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装置に前記第１
のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像
提供装置であって、
　前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタン
プ画像管理情報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者
毎に判別可能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセス手段と、
　前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネットワークを介して接続さ
れた前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による当該サービス登録を認
識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する第１スタンプ画像登録手段と、
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　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段
と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表
示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは
視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特
定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手
段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像提供装置において、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情報を前
記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の画像提供装置において、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示された
前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ
画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、
　前記生成された表示用カード画像を含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末
装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項８】
　請求項５乃至７の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記サービスは宿泊施設の提供サービスであり、前記カード画像は宿泊施設毎に登録さ
れるものであって、
　前記スタンプ画像管理情報には、前記宿泊施設を識別するための宿泊施設識別情報が対
応付けられており、
　前記サービス登録認識手段は、前記宿泊施設の予約の登録を前記サービス登録として認
識し、
　前記第１特定手段は、前記予約の登録が認識された場合に、前記宿泊施設の提供サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当該サービス登録がなされた宿泊施
設提供サービスに係る宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特
定し、
　前記サービス確定認識手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを前記
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サービスの確定として認識し、
　前記第２特定手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることが認識された場
合に、当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当
該宿泊がなされる宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定す
ることを特徴とする画像提供装置。
【請求項９】
　請求項５乃至８の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す
情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応する前記
スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示領域に
表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２のスタンプ画像数認識手段と、
　前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達しているか
否かを判別する基準数到達判別手段と、
　前記基準数到達判別手段により前記基準数に達していると判別された場合には、当該利
用者に対して与える報酬に関する報酬情報を、当該利用者の利用者識別情報に対応付けて
登録する報酬情報登録手段と、
　ことを特徴とする画像提供装置。
【請求項１０】
　請求項５乃至９の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す
情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応する前記
スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示領域に
表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２スタンプ画像数認識手段と、
　前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達しているか
否かを判別する基準数到達判別手段と、
　前記基準数到達判別手段により前記基準数に達していると判別された場合には、当該利
用者に対して報酬が与えられることを示す情報を、前記ネットワークを介して当該利用者
の端末装置に送信する報酬情報送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の画像提供装置において、
　夫々の前記表示領域は、順序付けされ、且つ当該順序付けにしたがって前記カード画像
上において順番に配列されおり、
　前記第１のスタンプ画像は、前記表示領域の配列順に表示されるものであって、
　前記基準数に相当する順番の前記表示領域は、他の前記表示領域と視覚的に区別可能な
表示態様になっていることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１２】
　請求項５乃至１１の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記サービス確定認識手段は、前記サービス登録がなされた当該サービスについて予め
設定された確定日に到来した場合に、当該サービスの確定を認識することを特徴とする画
像提供装置。
【請求項１３】
　請求項５乃至１２の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記カード画像には、前記カード画像の有効期限が設定されており、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合、前
記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情報中への登
録を行わず、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合であ
っても、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情
報中への登録を行うことを特徴とする画像提供装置。
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【請求項１４】
　請求項５乃至１３の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第１のスタンプ画像と前記第２のスタンプ画像は同一形状の絵柄を有する画像であ
って、且つ、前記第２のスタンプ画像に係る絵柄は、前記第１のスタンプ画像に係る絵柄
よりも濃い色からなることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１５】
　請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記スタンプ画像管理情報には、前記カード画像に設けられた表示領域に表示される前
記第１のスタンプ画像の総数、及び前記第２のスタンプ画像の総数を示す情報が含まれて
おり、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して、前記第１のスタンプ画像
が表示されることを示す情報として少なくとも１を加算登録し、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して少なくとも１を減算登録し
、且つ、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中における前記第
２のスタンプ画像の総数に対して、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報
として少なくとも１を加算登録することを特徴とする画像提供装置。
【請求項１６】
　請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像を表示させるべき前記カー
ド画像における何れかの表示領域を特定し、当該特定された表示領域に前記第１のスタン
プ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ
画像管理情報中に登録し、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像が表示される表示領域のう
ち、前記第２のスタンプ画像が表示されるべき前記表示領域を特定し、当該特定された前
記表示領域に前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第２のスタンプ画像が表示されるこ
とを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録
することを特徴とする画像提供装置。
【請求項１７】
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、所定のサ
ービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のス
タンプ画像のを重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデー
タを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装
置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを
提供する画像提供装置であって、
　前記カード画像のデータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付
けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセ
ス手段と、
　前記サービス登録装置による前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ
画像を表示させるべき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該
重畳されたカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳
手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画
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像の表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像と
は視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデ
ータを更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１８】
　所定のサービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及
び第２のスタンプ画像を表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータ
を、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装置に提供するコンピュー
タにおける画像提供方法であって、
　前記コンピュータは、
　前記スタンプ画像を管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別するた
めの利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースに
アクセスする工程と、
　前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネットワークを介して接続さ
れた前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による当該サービス登録を認
識する工程と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定工程と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報を、前記第１特定工程により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する工程と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識する工程と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定工程
と、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されている前記第１のスタン
プ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画
像が表示されることを示す情報を、前記第２特定工程により特定された前記スタンプ画像
管理情報中に登録する工程と、
　を備えることを特徴とする画像提供方法。
【請求項１９】
　コンピュータを請求項５乃至１７の何れか一項に記載の画像提供装置として機能させる
ことを特徴とする画像提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット等のネットワークに接続可能な端末装置と、所定のサービス
を受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービスを受ける利用者
の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、を備えるサービス登録処理
システムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ等の端末装置からインターネットに接続し、当該インタ
ーネットに接続された各種サーバから提供されるＷｅｂページを通じて、利用者は、例え
ば、ホテルや旅館等の宿泊施設の提供サービスや、商品（例えば、航空券等のチケットや
、書籍、ゲームソフト、化粧品等）の提供（販売）サービスを受けるための登録（例えば
、予約や申込み等の登録）を行うことができるようになっている。このような登録により
、利用者は、実際に施設に宿泊したり、商品を購入したりすることができる。
【０００３】
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　そして、従来から、施設の宿泊や商品の購入に応じて利用者にポイントが与えられるよ
うなシステムが知られている。かかるシステムにおいては、利用者は、自己に与えられた
ポイント数を端末装置上で確認することができ、また、複数回の施設の宿泊や商品の購入
により利用者に与えられるポイント数が積算され所定ポイント数に達すると、当該利用者
は、割引券や商品等の特典が提供（プレゼント）を受けることができる。
【０００４】
　一方、このようなポイント付与に関する公知技術として、複数メーカや商店が提供する
ポイントを１枚のＩＣカードで利用できるようにしたポイント管理システムも知られてい
る（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－２５０３５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のシステムにおいては、例えば施設の宿泊や商品の購入が確定した
段階でポイントが付与されるようになっており、サービスを受けるための登録の段階（例
えば、宿泊施設の予約や、商品の申込み）と、サービスの確定の段階（例えば、施設への
宿泊や、商品の発送）と、を考慮してポイントを付与するようにはなっていないため不便
があった。すなわち、例えば、宿泊施設の予約した日から実際に宿泊するまで期間が長く
（例えば、一ヶ月）、しかも複数の日の予約を行った場合、利用者は、当該施設の宿泊に
より与えられるべき（与えられる予定の）ポイントを把握するのが容易ではなく、与えら
れるべきポイントを気にする利用者にとって不便であった。かかる不便さは、商品の購入
の場合も当てはまる場合がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、以上の点を課題の一例としてなされたものであり、サービスを受け
るための登録の段階と、サービスの確定の段階とを考慮して、利用者に与えられるべき（
与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に把握可能なスタンプ
画像を利用者に対して付与することのできるサービス登録処理システム、画像提供装置、
画像提供方法、及び画像提供プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、ネットワークに接続可能な端末
装置と、所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該
サービスを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、視
覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サービス
に関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳
させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部
と、前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第
２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、前記第１の
スタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタンプ画像管理情
報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能
に登録しておくデータベースと、を備えるサービス登録処理システムであって、前記サー
ビス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登録が認識された場合に、当
該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記デー
タベースを参照して特定する第１特定手段と、前記カード画像に設けられた何れか一つの
表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段に
より特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する第１スタンプ画像登録手段と、前
記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前記
サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対
応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段と、前
記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領
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域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表示さ
れていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ
画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、画像提供装置が、所定のサービスを受けるためのサービス登録を認
識した場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像を
前記データベースを参照して特定し、カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に第
１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定されたスタンプ画像管理情報
中に登録しておき、サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識した場合に、当該
サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定し、カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されてい
る第１のスタンプ画像に代えて、第１のスタンプ画像が表示されていた表示領域に当該第
１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な第２のスタンプ画像が表示されることを示す情
報を、上記特定されたスタンプ画像管理情報中に登録するように構成したので、当該カー
ド画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己に与えられるべき（与えられる
予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に把握させることができる。また
、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集できるかを一見して把握させる
ことができる。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて
、前記画像提供装置は、前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信する
カード要求受信手段と、前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像
管理情報を前記データベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記
要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前
記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画
像のデータと、を取得する情報取得手段と、前記取得されたカード画像のデータ及び前記
スタンプ画像のデータを含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信す
るカード画像送信手段と、を備え、前記端末装置は、前記画像提供装置から送信されてき
た応答情報を受信する応答情報受信手段と、前記受信された応答情報に含まれるカード画
像を表示画面上に表示させると共に、当該カード画像における表示領域上に前記第１のス
タンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像を表示さ
せる表示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて
、前記画像提供装置は、前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信する
カード要求受信手段と、前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像
管理情報を前記データベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記
要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前
記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画
像のデータと、を取得する情報取得手段と、前記カード画像における表示領域上に前記特
定されたスタンプ画像管理情報に示された前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタン
プ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像を重畳させて表示用カード画像を生成する
表示用カード画像生成手段と、前記生成された表示用カード画像のデータを含む応答情報
を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、を備え、前
記端末装置は、前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手
段と、前記受信された応答情報に含まれる表示用カード画像を表示画面上に表示させる表
示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２又は請求項３に記載の発明によれば、利用者は、画像提供装置から提供された
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カード画像を端末装置において閲覧し、有効になったスタンプ画像を容易に確認でき、自
己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易
に把握することができる。また、利用者は、どこまで確定的なポイントを収集できるかを
一見して把握することができる。
【００１２】
　また、請求項４に記載の発明は、ネットワークに接続可能な端末装置と、所定のサービ
スを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービスを受ける利用
者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、視覚的に区別可能な第１
のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サービスに関するカード画像で
あって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳させて表示するための
複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部と、前記ネットワーク
を介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及
び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、前記カード画像のデータと、前記
利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録して
おくデータベースと、を備えるサービス登録処理システムであって、前記サービス登録を
認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登録が認識された場合に、当該サービス
を受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特
定し、且つ、前記第１のスタンプ画像を表示させるべき前記特定されたカード画像におけ
る何れかの表示領域を特定する特定手段と、前記特定手段により特定された前記表示領域
に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータを前記データベ
ースに更新登録する第１スタンプ画像重畳手段と、前記サービス登録がなされた当該サー
ビスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前記サービスの確定が認識された場合に
、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード画像を前記データベー
スを参照して特定し、当該特定されたカード画像の表示領域に重畳された前記第１のスタ
ンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表示されていた表示領域に当該第１のスタ
ンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカー
ド画像のデータを更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、を備えることを特徴とする
。
【００１３】
　この発明によれば、当該カード画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己
に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に
把握させることができる。また、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集
できるかを一見して把握させることができる。
　また、請求項５に記載の発明は、視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のス
タンプ画像のデータと、所定のサービスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ
画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられ
たカード画像のデータを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受
ける利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カ
ード画像のデータを提供する画像提供装置であって、前記第１のスタンプ画像及び前記第
２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別
するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベ
ースにアクセスするデータベースアクセス手段と、前記利用者の前記サービスを受けるた
めのサービス登録をネットワークを介して接続された前記端末装置からの要求に応じて行
うサービス登録装置による当該サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サ
ービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応す
るスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と、前記カ
ード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示されること
を示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録す
る第１スタンプ画像登録手段と、前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識
するサービス確定認識手段と、前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを
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受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参
照して特定する第２特定手段と、前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画
像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて
、当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示される
ことを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登
録する第２スタンプ画像登録手段と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、当該カード画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己
に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に
把握させることができる。また、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集
できるかを一見して把握させることができる。
【００１５】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の画像提供装置において、前記端末装
置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と、前記端末装
置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照
して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記要求に係るカード画像のデータと、
前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前記第１のスタンプ画像及び前記第２
のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像のデータと、を取得する情報取得
手段と、前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情
報を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、を備える
ことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項５に記載の画像提供装置において、前記端末装
置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と、前記端末装
置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照
して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記要求に係るカード画像のデータと、
前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前記第１のスタンプ画像及び前記第２
のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像のデータと、を取得する情報取得
手段と、前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示
された前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のス
タンプ画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、前記
生成された表示用カード画像を含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末装置に
送信するカード画像送信手段と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６又は請求項７に記載の発明によれば、利用者は、画像提供装置から提供された
カード画像を端末装置において閲覧し、有効になったスタンプ画像を容易に確認でき、自
己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易
に把握することができる。また、利用者は、どこまで確定的なポイントを収集できるかを
一見して把握することができる。
【００１８】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項５乃至７の何れか一項に記載の画像提供装置に
おいて、前記サービスは宿泊施設の提供サービスであり、前記カード画像は宿泊施設毎に
登録されるものであって、前記スタンプ画像管理情報には、前記宿泊施設を識別するため
の宿泊施設識別情報が対応付けられており、前記サービス登録認識手段は、前記宿泊施設
の予約の登録を前記サービス登録として認識し、前記第１特定手段は、前記予約の登録が
認識された場合に、前記宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応
し、且つ、当該サービス登録がなされた宿泊施設提供サービスに係る宿泊施設の宿泊施設
識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定し、前記サービス確定認識手段は、前記
宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを前記サービスの確定として認識し、前記第
２特定手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることが認識された場合に、当
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該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当該宿泊が
なされる宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定することを
特徴とする。この発明によれば、利用者に対して宿泊施設毎にカード画像を提供すること
ができ、宿泊施設毎に、自己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に
与えられたポイントを容易に把握させることができる。
【００１９】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項５乃至８の何れか一項に記載の画像提供装置に
おいて、前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されること
を示す情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応す
る前記スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示
領域に表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２のスタンプ画像数認識手段
と、前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達している
か否かを判別する基準数到達判別手段と、前記基準数到達判別手段により前記基準数に達
していると判別された場合には、当該利用者に対して与える報酬に関する報酬情報を、当
該利用者の利用者識別情報に対応付けて登録する報酬情報登録手段と、ことを特徴とする
。
【００２０】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項５乃至９の何れか一項に記載の画像提供装置
において、前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されるこ
とを示す情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応
する前記スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表
示領域に表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２スタンプ画像数認識手段
と、前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達している
か否かを判別する基準数到達判別手段と、前記基準数到達判別手段により前記基準数に達
していると判別された場合には、当該利用者に対して報酬が与えられることを示す情報を
、前記ネットワークを介して当該利用者の端末装置に送信する報酬情報送信手段と、を備
えることを特徴とする。
【００２１】
　請求項９又は請求項１０に記載の発明によれば、第２のスタンプ画像の数が設定された
基準数に達した場合、利用者は報酬を得ることができる。
【００２２】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項９又は１０に記載の画像提供装置において、
夫々の前記表示領域は、順序付けされ、且つ当該順序付けにしたがって前記カード画像上
において順番に配列されおり、前記第１のスタンプ画像は、前記表示領域の配列順に表示
されるものであって、前記基準数に相当する順番の前記表示領域は、他の前記表示領域と
視覚的に区別可能な表示態様になっていることを特徴とする。
【００２３】
　この発明によれば、利用者は、どこまで第２のスタンプ画像を集めれば、報酬が与えら
れるかを一見して把握することができる。
【００２４】
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項５乃至１１の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記サービス確定認識手段は、前記サービス登録がなされた当該サービスに
ついて予め設定された確定日に到来した場合に、当該サービスの確定を認識することを特
徴とする。
【００２５】
　この発明によれば、何らかの情報が入力されることなく、簡単に当該サービスの確定を
認識することができる。
【００２６】
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項５乃至１２の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記カード画像には、前記カード画像の有効期限が設定されており、前記第
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１スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合、前記第１の
スタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情報中への登録を行わ
ず、前記第２スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合で
あっても、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理
情報中への登録を行うことを特徴とする。
【００２７】
　この発明によれば、利用者は、所定のサービスを受けるためのサービス登録したことに
より与えられた第１のスタンプ画像分のポイントを確保でき、当該ポイントは無駄となら
ず、したがって、カード画像利用についての利便性を向上させることができる。
【００２８】
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項５乃至１３の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記第１のスタンプ画像と前記第２のスタンプ画像は同一形状の絵柄を有す
る画像であって、且つ、前記第２のスタンプ画像に係る絵柄は、前記第１のスタンプ画像
に係る絵柄よりも濃い色からなることを特徴とする。
【００２９】
　この発明によれば、利用者は、一見して第１のスタンプ画像と第２のスタンプ画像との
違いを把握することができる。
【００３０】
　また、請求項１５に記載の発明は、請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記スタンプ画像管理情報には、前記カード画像に設けられた表示領域に表
示される前記第１のスタンプ画像の総数、及び前記第２のスタンプ画像の総数を示す情報
が含まれており、前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１特定手段により特定された
前記スタンプ画像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して、前記第１
のスタンプ画像が表示されることを示す情報として少なくとも１を加算登録し、前記第２
スタンプ画像登録手段は、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報
中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して少なくとも１を減算登録し、且つ、前
記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中における前記第２のスタン
プ画像の総数に対して、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報として少な
くとも１を加算登録することを特徴とする。
【００３１】
　この発明によれば、第１のスタンプ画像の総数と第２のスタンプ画像の総数をスタンプ
画像管理情報で管理することで、管理すべきデータ量を少なくでき、より効率的にカード
画像に設けられた表示領域に表示されるスタンプ画像を管理することができる。
【００３２】
　また、請求項１６に記載の発明は、請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像を表示させるべ
き前記カード画像における何れかの表示領域を特定し、当該特定された表示領域に前記第
１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前
記スタンプ画像管理情報中に登録し、前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタ
ンプ画像が表示される表示領域のうち、前記第２のスタンプ画像が表示されるべき前記表
示領域を特定し、当該特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像に代えて、前記
第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された
前記スタンプ画像管理情報中に登録することを特徴とする。
【００３３】
　この発明によれば、どの表示領域にどのスタンプ画像（第１のスタンプ画像又は第２の
スタンプ画像）を表示すれば良いかをより明確にすることができる。
【００３４】
　また、請求項１７に記載の発明は、視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２の
スタンプ画像のデータと、所定のサービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能
な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のを重畳させて表示するための複数の表示
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領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前
記サービスを受ける利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画
像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置であって、前記カード画像のデ
ータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可
能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセス手段と、前記サービ
ス登録装置による前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登
録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード
画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ画像を表示させる
べき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特定手段と、前記特
定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該重畳され
たカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳手段と、
前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前
記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に
対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画像の
表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視
覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータ
を更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、を備えることを特徴とする。
【００３５】
　この発明によれば、当該カード画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己
に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に
把握させることができる。また、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集
できるかを一見して把握させることができる。
【００３６】
　また、請求項１８に記載の発明は、所定のサービスに関するカード画像であって視覚的
に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像を表示するための複数の表示領
域が設けられたカード画像のデータを、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用
者の端末装置に提供するコンピュータにおける画像提供方法であって、前記コンピュータ
は、前記スタンプ画像を管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別する
ための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベース
にアクセスする工程と、前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネット
ワークを介して接続された前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による
当該サービス登録を認識する工程と、前記サービス登録が認識された場合に、当該サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベース
を参照して特定する第１特定工程と、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域
に前記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定工程により特定
された前記スタンプ画像管理情報中に登録する工程と、前記サービス登録がなされた当該
サービスの確定を認識する工程と、前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベース
を参照して特定する第２特定工程と、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域
に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視覚的
に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定工程
により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する工程と、を備えることを特徴と
する。
【００３７】
　また、請求項１９に記載の画像提供プログラムの発明は、コンピュータを請求項５乃至
１７の何れか一項に記載の画像提供装置として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、当該カード画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己に
与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に把
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握させることができる。また、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集で
きるかを一見して把握させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、図面を参照して本発明の最良の実施形態について詳細に説明する。
【００４０】
　なお、以下に説明する実施の形態は、宿泊施設予約登録システムに対して本発明を適用
した場合の実施形態である。
【００４１】
　［１．宿泊施設予約登録システムの構成及び機能］
　先ず、本実施形態に係る宿泊施設予約登録システムＳの構成及び機能について、図１を
用いて説明する。
【００４２】
　図１は、本実施形態に係る宿泊施設予約登録システムＳの概要構成例を示す図である。
【００４３】
　図１に示すように、宿泊施設予約登録システムＳは、宿泊施設予約登録サイトを構成す
るための旅行代理店サーバ１と、宿泊施設の端末装置２－ｋ（ｋは１，２・・・ｍの何れ
か）と、当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の端末装置３－ｊ（ｊは１，２・・
・ｎの何れか）と、を含んで構成されている。
【００４４】
　旅行代理店サーバ１は、インターネット等のネットワークＮＷに接続されており、端末
装置２－ｋ及び端末装置３－ｊは、例えばインターネットサービスプロバイダのサーバを
通じてネットワークＮＷに接続可能になっている。これにより、旅行代理店サーバ１と、
端末装置２－ｋ及び端末装置３－ｊとは、ネットワークＮＷを介して相互にデータの送受
信（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）プロ
トコルによる送受信）を行うことができる。
【００４５】
　なお、旅行代理店サーバ１は、本発明のサービス登録装置及びカード画像提供装置を構
成する一例である。また、図１の例では、一つの旅行代理店サーバ１を示したが、これに
限定されるものではなく、複数のサーバ（例えば、宿泊施設予約登録サーバ、カード画像
提供サーバ、データベースサーバ等）に機能分散するように構成しても良い。
【００４６】
　また、端末装置２－ｋ、及び端末装置３－ｊ（本発明における応答情報受信手段及び表
示制御手段を有する）は、Ｗｅｂブラウザ（ソフト）がインストールされた例えばパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）又はＰＤＡ(Personal Digital Assistant)からなり、旅行代理
店サーバ１からネットワークＮＷを介して提供されたＷｅｂページを表示画面（例えば液
晶ディスプレイ等）上に表示可能になっている。なお、端末装置２－ｋ及び端末装置３－
ｊとして、携帯電話機等を適用することもでき、この場合、インターネットと移動体通信
網との間における通信を中継するゲートウェイサーバにより、通信プロトコルの変換が行
われる。
【００４７】
　このような宿泊施設予約登録システムＳにおいて、各宿泊施設には、夫々の宿泊施設を
識別するため（夫々の宿泊施設に固有）の宿泊施設識別情報の一例としての施設ＩＤと、
パスワードが与えられている。そして、宿泊施設の端末装置２－ｋが旅行代理店サーバ１
に接続後、当該旅行代理店サーバ１から提供された入力画面を通じて、宿泊施設の端末装
置２－ｋのオペレータが、施設ＩＤ及びパスワードを入力、実行することによりログイン
することができるようになっている。
【００４８】
　また、各利用者には、会員登録により、夫々の利用者を識別するため（夫々の利用者に
固有）の利用者識別情報の一例としての会員ＩＤと、パスワードが与えられている。そし
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て、会員である利用者の端末装置３－ｊが旅行代理店サーバ１に接続後、当該旅行代理店
サーバ１から提供された入力画面を通じて、端末装置３－ｊの利用者が、会員ＩＤ及びパ
スワードを入力、実行することによりログインすることができるようになっている。
【００４９】
　次に、旅行代理店サーバ１の構成及び機能について、図２等を用いて説明する。
【００５０】
　図２は、旅行代理店サーバ１の概要構成の一例を示すブロック図である。
【００５１】
　図２に示すように、旅行代理店サーバ１は、オペレータ等からの操作指示を受け付け、
その指示内容を指示信号としてシステム制御部２０に出力する操作部１１（例えば、キー
ボード、マウス等）と、文字や画像等の情報を表示する表示部１２（例えば、ＣＲＴ（Ca
thode Ray Tube）ディスプレイ、液晶ディスプレイ等）と、ネットワークＮＷに接続して
端末装置２－ｋ又は端末装置３－ｊ等との通信状態を制御する通信部１３と、例えば、フ
レキシブルディスク、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等のデ
ィスクＤＫ（記録媒体）からデータ等を読み出す一方、当該ディスクＤＫに対してデータ
等を記録するドライブ部１４と、オペレーティングシステム（Ｏ／Ｓ），各種プログラム
及びデータ等を記憶する記憶部１５（例えば、ハードディスクドライブ等）と、操作部１
１乃至記憶部１５とシステム制御部２０との間のインタフェース処理を行う入出力インタ
フェース部１６と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１７，ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１８，及びＲＡＭ（Random Access Memory）１９等を備えるシステム制御部２０と、
を備え、システム制御部２０と入出力インタフェース部１６とは、システムバス２１を介
して接続されている。
【００５２】
　先ず、記憶部１５における記憶内容について詳しく説明する。
【００５３】
　記憶部１５には、端末装置２－ｋ又は端末装置３－ｊに対して提供される各種Ｗｅｂペ
ージを構成するためのデータ（例えば、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）データ
及びＨＴＭＬ文書に埋め込まれる画像データ等からなる）が記憶されている。例えば、端
末装置３－ｊに対して提供されるＷｅｂページ上に表示されるべき、宿泊施設サービスに
関するスタンプカード画像であって、スタンプ画像（マーク情報の一例）を表示するため
の複数の表示領域が設けられたスタンプカード画像を有するスタンプカード画面を構成す
るためのデータ等が記憶されている。
【００５４】
　ここで、スタンプカード画面構成等について、図３を用いて詳しく説明する。
【００５５】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）は、スタンプ画像が重畳されたスタンプカード画像を有するスタ
ンプカード画面の一例を示す図である。
【００５６】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、スタンプカード画面６０，７０は、夫々、スタン
プカード画像（例えば、ＪＰＥＧ、ＧＩＦ等の画像から構成される）６１，７１と、プレ
ゼント（賞品）内容表示部６２，７２とから構成されている。スタンプカード画像６１，
７１、及びプレゼント（賞品）内容表示部６２，７２におけるプレゼント内容は、宿泊施
設毎に登録（発行）されるようになっている。また、夫々のスタンプカード画像６１，７
１には、登録の際に、夫々の有効期間が設定（例えば、各宿泊施設のオペレータにより端
末装置２－ｋから任意に設定される）される。
【００５７】
　図３（Ａ）に示す例は、宿泊施設Ａ用のスタンプカード画面６０であり、図３（Ｂ）に
示す例は、宿泊施設Ｂ用のスタンプカード画面７０である。スタンプカード画面６０と７
０におけるスタンプカード画像６１と７１とを比較すると、スタンプ画像（アイコン等の
ビットマップ、或いはＪＰＥＧ、ＧＩＦ等の画像から構成される）を表示するための表示
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領域（以下、「スタンプ表示領域」という）１０１（図の例では、矩形上の表示領域（表
示欄））の総数が異なっている。なお、スタンプ表示領域１０１の総数は、スタンプカー
ド画像の登録の際に、各宿泊施設のオペレータにより端末装置２－ｋから任意に設定可能
になっている。
【００５８】
　また、夫々のスタンプ表示領域１０１は、シリアル番号（１，２，３・・・）が割り当
てられ順序付けされ、且つ当該順序付けにしたがってスタンプカード画像上において順番
に配列されている。スタンプ画像は、例えば予約登録の度に、この配列順（シリアル番号
順）に貼り付けられていくといったイメージであり（実際の表示は、例えば、利用者の端
末装置３－ｊにおけるＷｅｂブラウザにより行われる）、利用者に与えられるポイントと
して捉えることができる。
【００５９】
　そして、スタンプ画像には、種々の絵柄（例えば、動植物、乗り物、機器、図形（丸、
三角、星、四角等）、アニメのキャラクタ等）が用意されており、更に、同一形状の絵柄
を有するスタンプ画像であっても、図３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、薄いスタンプ画
像１１０（第１のマーク情報の一例）と、濃いスタンプ画像１１１（第２のマーク情報の
一例）の２種類に区分されている。なお、種々の絵柄のうちどの絵柄のスタンプ画像を選
択するかは、例えば、スタンプカード画像の登録の際に、各宿泊施設のオペレータにより
端末装置２－ｋから任意に設定可能になっている。
【００６０】
　また、濃いスタンプ画像１１１に係る絵柄は、薄いスタンプ画像１１０に係る絵柄より
も濃い色からなり、視覚的に区別可能になっている。これにより、利用者は、一見してス
タンプ画像の違いを把握することができる。
【００６１】
　なお、濃いスタンプ画像１１１と薄いスタンプ画像１１０とが視覚的に区別できればど
のような方法を採っても良く、例えば、薄いスタンプ画像１１０は透かし処理して得られ
たものであっても良い。また、１１０の画像よりも１１１の画像を明るく（輝度値を高く
）するものであっても良い。
【００６２】
　そして、イメージ的には、薄いスタンプ画像１１０は、宿泊施設の予約登録（サービス
を受けるためのサービス登録の一例）の段階でスタンプ表示領域１０１に貼り付けられ、
濃いスタンプ画像１１１は、その予約登録に係る宿泊施設の提供サービスの確定の段階で
薄いスタンプ画像１１０に代えて貼り付けられる。これにより、利用者は、有効になった
スタンプ画像を容易に確認でき、どこまで確定的なポイントを収集できるかを一見して把
握することができる。
【００６３】
　なお、本明細書において、単に「スタンプ画像」という場合には、薄いスタンプ画像と
濃いスタンプ画像を総称していっているものとする。
【００６４】
　更に、図３（Ａ）及び（Ｂ）の例において、シリアル番号が“５”，“１０”，“１５
”，“２０”のスタンプ表示領域１０１には、プレゼント画像１１２が表示されるように
なっており、他のスタンプ表示領域１０１と視覚的に区別可能な表示態様になっている。
このプレゼント画像が表示されたスタンプ表示領域１０１まで濃いスタンプ画像１１１が
埋まると、その利用者には割引券や商品等の特典等のプレゼント（賞品）（報酬の一例）
が与えられることになる。これにより、利用者は、どこまで濃いスタンプ画像１１１を集
めれば、プレゼント（賞品）が与えられるかを一見して把握することができる。
【００６５】
　なお、図３（Ａ）及び（Ｂ）の例では、プレゼント画像１１２が表示されたスタンプ表
示領域に重畳させるスタンプ画像の絵柄は、プレゼント画像が表示されていないスタンプ
表示領域に重畳させるスタンプ画像の絵柄と異なるようになっており、これにより、利用
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者は、スタンプ画像が重畳された後も、プレゼントが与えられる表示領域の位置（言い換
えれば、スタンプ画像の数）を容易に把握することができる。ただし、プレゼント画像１
１２が表示されたスタンプ表示領域に重畳させるスタンプ画像の絵柄は、プレゼント画像
が表示されていないスタンプ表示領域に重畳させるスタンプ画像の絵柄と同じであるよう
に構成しても構わない。
【００６６】
　かかるプレゼント画像が表示された夫々のスタンプ表示領域１０１に対応するプレゼン
ト（賞品）の内容は、それらのスタンプ表示領域１０１に対応付けて（図３（Ａ）及び（
Ｂ）の例では、当該スタンプ表示領域１０１の直ぐ横（右隣））、プレゼント（賞品）内
容表示部６２，７２内に表示されるようになっている。このプレゼント（賞品）の内容と
しては、例えば、プレゼント（賞品）に関する画像、及びプレゼント（賞品）名及びその
説明が表示される。これにより、利用者は、どこまで濃いスタンプ画像１１１を集めれば
何のプレゼント（賞品）をもらえるかを一見して把握することができる。なお、プレゼン
ト（賞品）は、シリアル番号が大きいスタンプ表示領域１０１ほど（つまり、宿泊施設に
多く泊まれば泊るほど）、高価ものになるようにしてもよい。
【００６７】
　記憶部１５における記憶内容の説明に戻り、当該記憶部１５には、ＨＴＴＰ（HyperTex
t Transfer Protocol）プロトコルを用いて、端末装置２－ｋ又は端末装置３－ｊ等から
送信されたリクエストに応じて、Ｗｅｂページデータを生成（構成）し、当該Ｗｅｂペー
ジデータを端末装置２－ｋ又は端末装置３－ｊ等に送信するためのＷＷＷ（World Wide W
eb）サーバプログラム、及び、ＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）プロトコル
を用いて、他のメールサーバから送信された電子メールを受信する一方、端末装置２－ｋ
又は端末装置３－ｊ宛ての電子メールを作成し、当該作成した電子メールを、他のメール
サーバに送信するためのメールサーバプログラムが記憶されている。
【００６８】
　また、記憶部１５には、宿泊施設の予約登録をネットワークＮＷを介して利用者の端末
装置３－ｊからの要求（リクエスト）に応じて行うためのサービス登録処理プログラム、
及び、上述したスタンプカード画像の登録、管理、及び当該スタンプカード画像をネット
ワークＮＷを介して利用者の端末装置３－ｊに提供する等の処理を行うためのスタンプ画
像管理・提供プログラム（本発明のカード画像提供プログラム等を含む）が記憶されてい
る。
【００６９】
　なお、上記各種プログラム等は、例えば、他のサーバ等からネットワークＮＷを介して
取得されるようにしても良いし、ＣＤ－ＲＯＭ等のディスクＤＫ（記録媒体）に記録され
てドライブ部１４を介して読み込まれるようにしても良い。
【００７０】
　そして更に、記憶部１５には、宿泊施設情報データベース１０１、会員情報データベー
ス１０２、及び会員宿泊関連情報データベース１０３等が構築されている。
【００７１】
　ここで、各データベースにおける登録内容について、図４を用いて詳しく説明する。
【００７２】
　図４（Ａ）は、宿泊施設情報データベース１０１に登録（記憶）された情報の内容の一
例を示し、図４（Ｂ）は、会員情報データベース１０２に登録（記憶）された情報の内容
の一例を示し、図４（Ｃ）は、会員宿泊関連情報データベース１０３に登録（記憶）され
た情報の内容の一例を示す図である。
【００７３】
　先ず、宿泊施設情報データベース１０１には、図４（Ａ）に示すように、施設ＩＤ、パ
スワード、宿泊施設情報、提供可能部屋数、宿泊予約状況（空室状況）、及び施設用スタ
ンプカード情報等のデータが対応付けられ、宿泊施設毎に判別可能に登録されている。
【００７４】
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　ここで、宿泊施設情報には、例えば、宿泊施設の名称、郵便番号、住所、電話番号、Ｆ
ＡＸ番号、電子メールアドレス、及び宿泊施設を紹介する画面（Ｗｅｂページ）を構成す
るためのデータ（例えば、宿泊施設の名称及び住所等、当該宿泊施設への交通手段、当該
宿泊施設や部屋の紹介に係る文書が記述されたＨＴＭＬデータ及びＨＴＭＬ文書に埋め込
まれる施設外観や部屋内の画像データ等）のパス名（記憶部１５における記憶場所）等が
含まれている。
【００７５】
　また、宿泊予約状況には、例えば、各部屋毎に、宿泊予約日及び予約登録した利用者の
会員ＩＤ等が含まれている（利用者の予約登録により変化する）。
【００７６】
　また、施設用スタンプカード情報は、スタンプカード画面（Ｗｅｂページ）の構成及び
管理するために必要な情報であり、この情報には、例えば、スタンプカード画像の有効期
間（例えば、初回宿泊日から、６ヶ月，１２ヶ月，２４ヶ月等の何れか）、スタンプ表示
領域の総数（例えば、１０個，２０個等の何れか）、スタンプ画像の絵柄の種類（例えば
、アニメのキャラクタ）、プレゼント（賞品)提供のためのスタンプ画像達成数（例えば
、５，１０，１５，２０）、各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品)情報（プ
レゼント（賞品）名及びその説明、並びに、プレゼント（賞品）に関する画像データのパ
ス名）等が含まれている。
【００７７】
　なお、宿泊施設情報、提供可能部屋数、宿泊予約状況（空室状況）、及びスタンプカー
ド情報等のデータは、例えば、各宿泊施設のオペレータの操作により端末装置２－ｋから
旅行代理店サーバ１に接続され、新規登録（施設ＩＤ及びパスワードの発行）が行われる
際に、各宿泊施設のオペレータにより入力され、宿泊施設情報データベース１０１に登録
される。また、新規登録後、宿泊施設情報、提供可能部屋数、宿泊予約状況（空室状況）
、及び施設用スタンプカード情報等のデータは、宿泊施設の端末装置２－ｋのオペレータ
の操作により端末装置２－ｋから旅行代理店サーバ１に接続され施設ＩＤ及びパスワード
を用いてログインすることにより、宿泊施設情報データベース１０１に追加又は変更登録
可能になっている。
【００７８】
　次に、会員情報データベース１０２には、図４（Ｂ）に示すように、会員ＩＤ、パスワ
ード、氏名、郵便番号、住所、電子メールアドレス、生年月日、性別、クレジットカード
番号、有効期限（クレジットカードの有効期限）等のデータが対応付けられ、利用者毎に
判別可能に登録されている。これらデータは、例えば、各利用者の操作により端末装置３
－ｊから旅行代理店サーバ１に接続され、新規登録（会員ＩＤ及びパスワードの発行）が
行われる際に、各利用者により入力され、会員情報データベース１０２に登録される。
【００７９】
　次に、会員宿泊関連情報データベース１０３には、図４（Ｃ）に示すように、会員ＩＤ
、宿泊施設予約情報、会員用スタンプカード情報、及び宿泊履歴等のデータが対応付けら
れ、利用者毎に判別可能に登録されている。この会員宿泊関連情報データベース１０３は
、会員情報データベース１０２と会員ＩＤにより紐付けられるようになっている。
【００８０】
　宿泊施設予約情報には、例えば、当該利用者が予約登録した宿泊施設の施設ＩＤ及び宿
泊予約日等が含まれている（利用者の予約登録により変化する）。
【００８１】
　また、会員用スタンプカード情報には、スタンプ管理情報（マーク管理情報の一例）と
、スタンプカード画像の登録元（発行元）の宿泊施設の施設ＩＤと、当該スタンプカード
画像の有効期限（例えば、初回宿泊日から、当該宿泊施設より設定された有効期間が経過
した日）とが対応付けられて含まれている。なお、例えば、利用者が複数の宿泊施設の予
約登録を行った場合には、夫々の宿泊施設に対応する施設ＩＤとスタンプ管理情報と有効
期限の組が登録されることになる。



(20) JP 4969159 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

【００８２】
　スタンプ管理情報は、上述したスタンプカード画像に設けられたスタンプ表示領域を管
理するための情報であり、より具体的には、施設ＩＤに対応するスタンプカード画像にお
けるどのスタンプ表示領域に、どのスタンプ画像（薄いスタンプ画像と濃いスタンプ画像
）を表示させるかを管理するためのものである。
【００８３】
　スタンプ画像の管理方法としては、幾つか考えられるが、スタンプカード画像に設けら
れたスタンプ表示領域に表示されるべき薄いスタンプ画像の総数と濃いスタンプ画像の総
数を示す情報をスタンプ管理情報に含ませて管理することが、管理すべきデータ量も少な
くなるので望ましい。これにより、利用者の端末装置３－ｊのブラウザは、シリアル番号
が「１」のスタンプ表示領域から、濃いスタンプ画像の総数分のスタンプ表示領域（例え
ば、総数が「３」であった場合には、シリアル番号が「１」～「３」のスタンプ表示領域
まで）に濃いスタンプ画像を表示（重畳）し、その後のスタンプ表示領域（例えば、シリ
アル番号が「４」のスタンプ表示領域）から薄いスタンプ画像の総数分のスタンプ表示領
域に薄いスタンプ画像を表示（重畳）することが可能となる。なお、1)スタンプカード画
像の有効期限が経過した場合、及び、2)薄いスタンプ画像の総数と濃いスタンプ画像の総
数との合計が、スタンプカード画像におけるスタンプ表示領域の総数に達した（つまり、
全てのスタンプ表示領域がスタンプ画像で埋まった）場合、そのスタンプカード画像は使
用できなくなるので、新たなスタンプカード画像のスタンプ管理情報が作成され（つまり
、当該宿泊施設用の新たなスタンプカード画像の発行されるイメージ）、その有効期限（
例えば、新たなスタンプカード画像発行後の初回宿泊日から、当該宿泊施設より設定され
た有効期間が経過した日）が設定される（施設ＩＤは古いスタンプカード画像と同じ）こ
とになる。
【００８４】
　また、別の例として、例えばシリアル番号が「１」～「３」のスタンプ表示領域に濃い
スタンプ画像が表示されることを示す情報と、例えばシリアル番号が「４」及び「５」の
スタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報をスタンプ管理情報に
含ませて管理するように構成しても良く、このように構成すれば、どのスタンプ表示領域
にどのスタンプ画像を表示すれば良いかが明確になる。
【００８５】
　なお、宿泊施設情報データベース１０１、会員情報データベース１０２、及び会員宿泊
関連情報データベース１０３は、旅行代理店サーバ１内に備えられることに限定されるも
のではなく、他のサーバ、例えばデータベースサーバ内に備えられるものであって良く、
また、夫々のデータベースが別々のサーバに備えられるものであっても良い。また、会員
情報データベース１０２と会員宿泊関連情報データベース１０３は、一つのデータベース
であっても良い。
【００８６】
　次に、システム制御部２０における機能（特に、本発明に関する部分）についての概要
を説明する。
【００８７】
　システム制御部２０は、ＣＰＵ１７が、ＲＯＭ１８や記憶部１５に記憶された各種プロ
グラムを読み出し実行することにより、旅行代理店サーバ１における各部を制御すると共
に、本発明におけるデータベースアクセス手段、サービス登録認識手段、第１特定手段、
第１マーク情報登録手段、サービス確定認識手段、第２特定手段、第２マーク情報登録手
段、カード要求受信手段、マーク管理情報特定手段、情報取得手段、カード画像送信手段
、第２のマーク情報数認識手段、基準数到達判別手段、報酬情報登録手段、及び報酬情報
送信手段等として機能し、後述する各種処理を行うようになっている。
【００８８】
　より具体的には、システム制御部２０は、利用者による端末装置３－ｊから（ログイン
後）の宿泊施設の予約登録（予約の登録）を認識した場合に、当該利用者の会員ＩＤに対
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応する会員用スタンプカード情報（施設ＩＤとスタンプ管理情報の組を含む）を、会員宿
泊関連情報データベース１０３を参照して特定し、スタンプカード画像に設けられた何れ
か一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定
した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。例えば、システ
ム制御部２０は、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に
おける薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に対して、薄いスタンプ画像が表示されることを示
す情報として「１」を加算登録（Ｎ←Ｎ＋１）する。
【００８９】
　なお、薄いスタンプ画像を表示させるべきスタンプカード画像における何れかのスタン
プ表示領域を特定（例えば、シリアル番号が小さい順に特定）し、当該特定されたスタン
プ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定したスタンプ管
理情報中に登録するように構成しても良い。
【００９０】
　そして、システム制御部２０は、予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定（
例えば、予め設定された確定日（例えば、宿泊予約日又は宿泊予約日の前日又は後日（チ
ェックアウト日））の到来を認識した場合（つまり、宿泊施設の予約が確定し宿泊がなさ
れることを認識した場合）に、当該サービスを受ける利用者（ここでは、宿泊する利用者
）の会員ＩＤに対応する会員用スタンプカード情報（施設ＩＤとスタンプ管理情報の組を
含む）に会員宿泊関連情報データベース１０３にアクセスし、これを参照して特定し、上
記スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に表示されるべき薄い
スタンプ画像に代えて、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定した
会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登録する。例えば、システム制
御部２０は、上記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中におけ
る薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に対して「１」を減算登録（Ｎ←Ｎ－１）し、且つ、上
記特定した会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中における濃いスタンプ
画像の総数（Ｍ）に対して、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報として「１」
を加算登録（Ｍ←Ｍ＋１）する。予約登録がなされた宿泊施設の提供サービスの確定を、
予め設定された確定日（例えば、宿泊予約日又は宿泊予約日の前日又は後日（チェックア
ウト日））の到来により認識する構成とすることで、何らかの情報が入力されることなく
、簡単に当該サービスの確定を認識することができる。
【００９１】
　なお、薄いスタンプ画像を表示させるべきスタンプカード画像におけるスタンプ表示領
域のうち、濃いスタンプ画像が表示されるべきスタンプ表示領域を特定し（例えば、シリ
アル番号が小さい順に特定）、当該特定されたスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像に代
えて、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定したスタンプ管理情報
中に登録するように構成しても良い。
【００９２】
　また、システム制御部２０は、端末装置３－ｊから（ログイン後）のスタンプカード画
像の要求を示す要求情報をネットワークＮＷを介して受信すると、当該端末装置３－ｊの
利用者の会員ＩＤに対応する会員用スタンプカード情報（施設ＩＤとスタンプ管理情報の
組を含む）に会員宿泊関連情報データベース１０３にアクセスし、これを参照して特定し
、上記要求に係るスタンプカード画像のデータと、上記特定した会員用スタンプカード情
報におけるスタンプ管理情報にて示される薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ画像の少な
くとも何れか一方のスタンプ画像と、を取得し、当該取得したスタンプカード画像のデー
タ及びスタンプ画像のデータ、更にはスタンプカード画像を表示させるスタンプカード画
面（Ｗｅｂページ）を構成するためのデータ（例えば、ＨＴＭＬデータを含む）等を含む
応答情報をネットワークＮＷを介して端末装置３－ｊに送信する。
【００９３】
　こうして送信された応答情報は、端末装置３－ｊにより受信され、当該受信された応答
情報に含まれるスタンプカード画像は、端末装置３－ｊにおける表示画面上に展開された
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スタンプカード画面上に表示されると共に、当該スタンプカード画像における表示領域上
に上記スタンプ管理情報にて示されたスタンプ画像（薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ
画像の少なくとも何れか一方）が表示されることになる。例えば、端末装置３－ｊのブラ
ウザは、上述したように、スタンプカード画像上に設けられたシリアル番号が「１」のス
タンプ表示領域から、薄いスタンプ画像の総数（スタンプ管理情報に含まれる情報の一例
）分のスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像を表示（重畳）し、その後のスタンプ表示領
域から濃いスタンプ画像の総数（スタンプ管理情報に含まれる情報の一例）分のスタンプ
表示領域に濃いスタンプ画像を表示（重畳）する。
【００９４】
　［２．宿泊施設予約登録システムの動作］
　次に、本実施形態に係る宿泊施設予約登録システムＳの動作について、図５乃至図９を
用いて説明する。
【００９５】
　図５（Ａ）は、端末装置２－ｋにおけるスタンプカード画像登録（発行）時の処理を示
すフローチャートであり、図５（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０にお
けるスタンプカード画像登録（発行）時の処理を示すフローチャートである。また、図６
（Ａ）は、端末装置３－ｊにおける予約登録時の処理を示すフローチャートであり、図６
（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０における予約登録時の処理を示すフ
ローチャートである。また、図７は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０における
サービス確定時の処理を示すフローチャートである。また、図８は、旅行代理店サーバ１
のシステム制御部２０における有効期限経過判断時の処理を示すフローチャートである。
また、図９（Ａ）は、端末装置３－ｊにおけるスタンプカード画像閲覧時の処理を示すフ
ローチャートであり、図９（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０における
スタンプカード画像提供時の処理を示すフローチャートである。また、図１０（Ａ）は、
端末装置３－ｊにおけるキャンセル登録時の処理を示すフローチャートであり、図１０（
Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０におけるキャンセル登録時の処理を示
すフローチャートである。
【００９６】
　（２．１　スタンプカード画像登録（発行）時の動作）
　先ず、図５（Ａ），（Ｂ）を用いて、スタンプカード画像登録（発行）時の動作につい
て説明する。
【００９７】
　なお、この動作の前提として、宿泊施設の端末装置２－ｋが旅行代理店サーバ１に接続
して宿泊施設予約登録サイトへのログインが行われており、当該端末装置２－ｋの表示画
面上には、旅行代理店サーバ１から提供されたスタンプカード画像登録画面（Ｗｅｂペー
ジ）が表示されているものとする。
【００９８】
　このようなスタンプカード画像登録画面の表示状態において、宿泊施設のオペレータは
、端末装置２－ｋの操作部を操作して、発行すべきスタンプカード画像の有効期間、スタ
ンプ表示領域の総数、スタンプ画像の絵柄の種類（当該絵柄の種類が、スタンプカード画
像登録画面上に全て表示）、プレゼント（賞品）提供のためのスタンプ画像達成数（複数
入力可能）、及び各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント（賞品)情報（プレゼント
（賞品）名及びその説明（例えば、４００文字以下）、並びに、プレゼント（賞品）に関
する画像データの端末装置２－ｋにおけるパス名）を、例えば当該画面上に設けられた入
力欄に入力、又は選択し、登録ボタンを指定（例えば、マウスでクリック）すると、端末
装置２－ｋは、図５（Ａ）に示す処理を開始し、上記入力された有効期間、スタンプ表示
領域の総数、スタンプ画像の絵柄の種類、プレゼント（賞品）提供のためのスタンプ画像
達成数、及び各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント（賞品)情報（プレゼント（賞
品）名及びその説明、並びに、プレゼント（賞品）に関する画像データ）を含むスタンプ
カード画像登録要求情報を、ネットワークＮＷを介して旅行代理店サーバ１に送信する（
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ステップＳ１）。
【００９９】
　一方、旅行代理店サーバ１は、端末装置２－ｋから送信されてきたスタンプカード画像
登録要求情報を受信すると、図５（Ｂ）に示す処理を開始し、システム制御部２０は、当
該スタンプカード画像登録要求情報を送信した端末装置２－ｋに対応する宿泊施設の施設
ＩＤを認識し、上記受信されたスタンプカード画像登録要求情報に含まれる上記情報を施
設用スタンプカード情報として、当該認識した施設ＩＤに対応付けて宿泊施設情報データ
ベース１０１に登録する（ステップＳ１１）。なお、スタンプカード画像のデータ自体は
、幾つかのパターン（例えば、スタンプ表示領域の総数の違い、及びプレゼント画像が表
示されるスタンプ表示領域の違いにより区別されるパターン）に分かれ、各宿泊施設共通
のデータとして記憶部１５に記憶されている。また、スタンプ画像も、絵柄の種類毎に各
宿泊施設共通のデータとして記憶部１５に記憶されている。
【０１００】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、スタンプカード画像の登録（発
行）が完了したことを示す情報が本文に記述された電子メールを、上記スタンプカード画
像登録要求情報を送信した端末装置２－ｋの電子メールアドレス宛としてメールサーバに
送信し（ステップＳ１２）、当該処理を終了する。一方、端末装置２－ｋは、当該送信さ
れた電子メールをメールサーバから受信し（ステップＳ２）、当該処理を終了する。
【０１０１】
　こうして施設用スタンプカード情報が登録された当該宿泊施設専用のスタンプカード画
像は、以後、利用者に利用可能となる。なお、図５のステップＳ１２の例では、旅行代理
店サーバ１のシステム制御部２０が、スタンプカード画像の登録（発行）が完了したとき
に電子メールを端末装置２－ｋに対して送信するようにしたが、登録が完了したときに、
登録が完了した旨を通知するスタンプカード画像登録完了画面（Ｗｅｂページ）を送信す
るようにしてもよい。この場合、端末装置２－ｋでは、スタンプカード画像登録完了画面
が表示され、当該処理が終了される。
【０１０２】
　なお、スタンプカード画像登録（発行）は、各宿泊施設が自己の施設ＩＤを取得する際
の登録手続と一緒に登録されるように構成しても構わない。
【０１０３】
　また、上記処理おいては、スタンプ画像の絵柄の種類は、宿泊施設側で設定するように
構成したが、これに限定されるものではなく、利用者側で設定するように構成しても良い
。例えば、旅行代理店サーバ１は、端末装置３－ｊのログイン後、端末装置３－ｊに対し
てスタンプ画像の絵柄の全て種類を画面上で選択可能に表示させ、利用者が操作部により
選択した絵柄の種類を示す情報を受信し、これを、会員宿泊関連情報データベース１０３
における、当該利用者の会員ＩＤに対応する会員用スタンプカード情報中に、当該宿泊施
設に対応する施設ＩＤに対応付けて登録する。この場合、施設用スタンプカード情報に登
録されているスタンプ画像の絵柄の種類よりも、会員用スタンプカード情報に登録されて
いるスタンプ画像の絵柄の種類を優先してスタンプ画像に反映されるように構成する。
【０１０４】
　（２．２　予約登録時の動作）
　次に、図６（Ａ），（Ｂ）を用いて、予約登録時の動作について説明する。
【０１０５】
　なお、この動作の前提として、会員である利用者の端末装置３－ｊが旅行代理店サーバ
１に接続して宿泊施設予約登録サイトへのログインが行われており、会員である利用者に
より宿泊施設検索画面を通じて検索（例えば、一ヶ月後の出張先の宿泊施設を地域検索）
された所望の宿泊施設の名称、住所、及び紹介等が記述された宿泊施設予約登録画面（Ｗ
ｅｂページ）が表示されているものとする。
【０１０６】
　このような宿泊施設予約登録画面の表示状態において、端末装置３－ｊの利用者は、操
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作部を操作して、当該宿泊施設の所望の部屋名及び宿泊予約日（実際に宿泊する日）を、
例えば当該画面上に設けられた入力欄に入力し、登録ボタンを指定（例えばマウスでクリ
ック）すると、端末装置３－ｊは、図６（Ａ）に示す処理を開始し、当該宿泊施設の施設
ＩＤ（この施設ＩＤは、例えば、当該ＷｅｂページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator
）に含まれている）を取得し、当該施設ＩＤ、上記入力された部屋名及び宿泊予約日を示
す情報を含む予約登録要求情報を、ネットワークＮＷを介して旅行代理店サーバ１に送信
する（ステップＳ２１）。
【０１０７】
　なお、複数日（例えば、連続して２日）宿泊予約する場合、利用者は、夫々の宿泊予約
日を入力するか、或いは、宿泊期間（例えば、宿泊予定の最初の日と宿泊予定の最後の日
）を宿泊施設予約登録画面において入力することになり、下記のステップＳ３０の処理で
、複数日分の宿泊予約日が登録される。
【０１０８】
　一方、旅行代理店サーバ１は、端末装置３－ｊから送信されてきた予約登録要求情報を
受信すると、図６（Ｂ）に示す処理を開始し、システム制御部２０は、予約登録処理を実
行する（ステップＳ３０）。具体的には、旅行代理店サーバ１は、当該予約登録要求情報
を送信した端末装置３－ｊの利用者の会員ＩＤを認識すると共に、当該予約登録要求情報
に含まれる施設ＩＤを認識し、会員宿泊関連情報データベース１０３における、上記認識
した会員ＩＤに対応する宿泊施設予約情報中に当該宿泊施設の施設ＩＤ及び宿泊予約日を
登録すると共に、宿泊施設情報データベース１０１における、上記認識した施設ＩＤに対
応する宿泊予約状況中に部屋名、宿泊予約日、及び当該利用者の会員ＩＤを登録する。
【０１０９】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記予約登録（予約登録の完了
）を認識すると、変数Ｐを予約宿泊数（例えば、２日予約された場合は、Ｐ＝２）に設定
し（ステップＳ３１）、続いて、上記認識した会員ＩＤに対応し、且つ上記認識した施設
ＩＤに対応するスタンプ管理情報が会員宿泊関連情報データベース１０３における会員用
スタンプカード情報中に登録されているか否かを判別し（ステップＳ３２）、登録されて
いない場合（例えば、当該宿泊施設について初めての予約登録である場合、或いは初めて
の予約登録ではないが既に有効期限が経過して削除されている場合など）には（ステップ
Ｓ３２：Ｎｏ）、上記認識した施設ＩＤに対応する施設用スタンプカード情報が宿泊施設
情報データベース１０１に登録されているか否かを判別する（ステップＳ３３）。
【０１１０】
　なお、旅行代理店サーバ１が、例えば、宿泊施設予約登録サーバとカード画像提供サー
バ等から構成されていた場合、カード画像提供サーバが、宿泊施設予約登録サーバで実行
された予約登録処理の完了通知を、ＬＡＮ等の通信手段を介して受けることにより上記予
約登録を認識し、ステップＳ３１以降の処理を行うことになる。
【０１１１】
　そして、上記認識した施設ＩＤに対応する施設用スタンプカード情報が宿泊施設情報デ
ータベース１０１に登録されていない場合には（ステップＳ３３：Ｎｏ）、当該処理を終
了する。
【０１１２】
　一方、上記認識した施設ＩＤに対応する施設用スタンプカード情報が宿泊施設情報デー
タベース１０１に登録されている場合には（ステップＳ３３：Ｙｅｓ）、旅行代理店サー
バ１のシステム制御部２０は、薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）及び薄いスタンプ画像の総
数（Ｍ）を夫々「０」とした新たにスタンプ管理情報を作成し、且つ、スタンプカード画
像の有効期限を設定する（ステップＳ３４）。なお、有効期限は、当該認識された施設Ｉ
Ｄに対応する施設用スタンプカード情報に含まれる有効期間に基づき設定される。例えば
、上記登録された宿泊予約日（例えば、２００６年６月１日）から当該有効期間（例えば
、１２ヶ月）が経過した日（例えば、２００７年６月１日）が有効期限として設定される
。なお、ここでは、宿泊予約日を起算点としたがその他の日（例えば、予約登録日）を起
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算点としても構わない。
【０１１３】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記認識した施設ＩＤ、上記作
成したスタンプ管理情報、及び上記設定した有効期限の組を、会員宿泊関連情報データベ
ース１０３における上記認識した会員ＩＤに対応する会員用スタンプカード情報中に新た
に登録し（ステップＳ３５）、ステップＳ４０に移行する。
【０１１４】
　一方、上記ステップＳ３２において、スタンプ管理情報が会員宿泊関連情報データベー
ス１０３における会員用スタンプカード情報中に登録されている場合には（ステップＳ３
２：Ｙｅｓ）、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、当該スタンプ管理情報を特
定し（ステップＳ３６）、取得する（ＲＡＭに記憶）。
【０１１５】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記認識した施設ＩＤに対応す
る施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ表示領域の総数を宿泊施設情報データベ
ース１０１から取得し、上記特定したスタンプ管理情報に含まれる薄いスタンプ画像の総
数（Ｎ）と濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）との合計（Ｎ＋Ｍを算出）が、上記スタンプ表
示領域の総数と一致するか否かを判別し（ステップＳ３７）、一致する（つまり、全ての
スタンプ表示領域がスタンプ画像で埋まっている）場合には（ステップＳ３７：Ｙｅｓ）
、ステップＳ３８に移行する。
【０１１６】
　一方、薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）と濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）との合計が、上
記スタンプ表示領域の総数と一致しない場合には（ステップＳ３７：Ｎｏ）、旅行代理店
サーバ１のシステム制御部２０は、ステップＳ４０に移行する。
【０１１７】
　ステップＳ３８では、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、薄いスタンプ画像
の総数（Ｎ）及び薄いスタンプ画像の総数（Ｍ）を夫々「０」としたスタンプ管理情報を
作成し、且つ、スタンプカード画像の有効期限を設定（上記ステップＳ２５と同様の考え
）する。そして、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記認識した施設ＩＤ、
上記作成したスタンプ管理情報、及び上記設定した有効期限の組を、会員宿泊関連情報デ
ータベース１０３における上記認識した会員ＩＤに対応する会員用スタンプカード情報中
に新たに登録し（ステップＳ３９）、ステップＳ４０に移行する。なお、ここで新たにス
タンプ管理情報が登録されることで、新たなスタンプ管理情報と、古いスタンプ管理情報
（つまり、全てのスタンプ表示領域がスタンプ画像で埋まっている）とが存在することに
なるが、これ以降、古いスタンプ管理情報は上記ステップＳ３２で判別対象外とするよう
に例えば予約登録時判別対象外フラグ（後述するサービス確定時の処理では対象外となら
ない）が付加されることになる。
【０１１８】
　そして、ステップＳ４０では、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記ステ
ップＳ３６で特定した、又は、ステップＳ３５又はＳ３９で新たに登録したスタンプ管理
情報中に含まれる薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に対して「１」を加算登録（Ｎ←Ｎ＋１
）する。つまり、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に薄い
スタンプ画像が表示されることを示す情報が、当該会員用スタンプカード情報におけるス
タンプ管理情報中に登録される。
【０１１９】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記Ｐから「１」を減算し（ス
テップＳ４１）、Ｐが「０」であるか否かを判別し（ステップＳ４２）、「０」でない場
合には（ステップＳ４２：Ｎｏ）、ステップＳ３７に戻り上記と同様の処理を行い（予約
宿泊数分を薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に加算登録（なお、この処理の過程で全てのス
タンプ表示領域がスタンプ画像で埋まった場合には、ステップＳ３８にて作成された新た
なスタンプ管理情報における薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に加算されることになる）す
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るため）、「０」である場合には（ステップＳ４２：Ｙｅｓ）、ステップＳ４３に移行す
る。
【０１２０】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、予約登録が完了したことを示す
情報、及びスタンプ累計確認画面（Ｗｅｂページ）のＵＲＬが本文に記述された電子メー
ルを、上記予約登録要求情報を送信した端末装置３－ｊの電子メールアドレス宛としてメ
ールサーバに送信し（ステップＳ４３）、当該処理を終了する。一方、端末装置３－ｊは
、当該送信された電子メールをメールサーバから受信し（ステップＳ２２）、当該処理を
終了する。
【０１２１】
　（２．３　サービス確定時の動作）
　次に、図７を用いて、宿泊施設の提供サービス確定時の動作について説明する。
【０１２２】
　旅行代理店サーバ１においては、例えば毎日一回（所定時刻（例えば、午前０時）が到
来すると）、図７に示す処理を行うようになっている。
【０１２３】
　図７に示す処理が開始されると、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、会員宿
泊関連情報データベース１０３を参照して、宿泊施設予約情報における宿泊予約日（予め
設定された確定日の一例）が本日である（つまり、宿泊予定日が到来した。言い換えれば
、宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされた）利用者の会員ＩＤを検索し（ステップＳ５１
）、一つ以上の会員ＩＤが検索されたか否かを判別し（ステップＳ５２）、一つも会員Ｉ
Ｄが検索されない場合には（ステップＳ５２：Ｎｏ）、当該処理を終了する。
【０１２４】
　一方、一つ以上の会員ＩＤが検索された場合には（ステップＳ５２：Ｙｅｓ）、旅行代
理店サーバ１のシステム制御部２０は、検索された会員ＩＤに対応する利用者に対する宿
泊施設の提供サービスの確定を認識し、上記検索された会員ＩＤのうちの一つを特定し、
当該特定した会員ＩＤに対応する宿泊施設予約情報における施設ＩＤ（宿泊予約日が本日
である宿泊施設の施設ＩＤ）を特定する(ステップＳ５３)。
【０１２５】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、会員宿泊関連情報データベース
１０３を参照して、上記特定した会員ＩＤに対応し、且つ上記特定した施設ＩＤに対応す
るスタンプ管理情報を特定し（ステップＳ５４）、取得する（ＲＡＭに記憶）。
【０１２６】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記特定したスタンプ管理情報
中に含まれる薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）に対して「１」を減算登録（Ｎ←Ｎ－１）し
、且つ、上記特定したスタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）に対
して、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報として「１」を加算登録（Ｍ←Ｍ＋
１）する（ステップＳ５５）。つまり、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのス
タンプ表示領域に表示されるべき薄いスタンプ画像に代えて、濃いスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報が、当該会員用スタンプカード情報におけるスタンプ管理情報中に登
録される。
【０１２７】
　なお、上述した予約登録処理において、一度の処理で複数日分の宿泊予約日が登録され
た場合であっても、図７に示す処理は毎日行われるので、問題は無い（なお、後述する有
効期限経過判断時の処理においても同様に問題は無い）。例えば、予約宿泊数が連続して
２日であった場合には、図７に示す処理により、２日連続で薄いスタンプ画像の総数（Ｎ
）に「１」減算登録、且つ濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）に「１」加算登録されることに
なる。また、例えば、２日連続で宿泊した場合、チェックアウト日に２日分をまとめて処
理することが想定されるが、この場合は、ステップＳ５５でその数、例えば「２」だけ薄
いスタンプ画像の総数（Ｎ）から減算登録し、且つ濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）に加算
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登録するように構成すれば良い。
【０１２８】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記特定した施設ＩＤに対応す
る施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数を宿泊施設情報データベース
１０１から取得し、上記特定したスタンプ管理情報中に含まれる濃いスタンプ画像の総数
（Ｍ）が、上記スタンプ画像達成数（予め設定された基準数の一例）の何れか（例えば、
５，１０，１５，２０の何れか）と一致するか否かを判別し（ステップＳ５６）、一致す
る場合には（ステップＳ５６：Ｙｅｓ）、利用者に対して与えるプレゼント（賞品)（当
該スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品)）についてのプレゼント（賞品)情報
（例えば、プレゼント（賞品）名及びその説明、及び、プレゼント（賞品）に関する画像
データ）（報酬に関する報酬情報の一例）を、当該利用者の会員ＩＤに対応付けて会員情
報データベース１０２に登録する（ステップＳ５７）。
【０１２９】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、スタンプ画像達成数に達したこ
とを示す情報（報酬としてのプレゼントが与えられることを示す情報）、及びスタンプ累
計確認画面（Ｗｅｂページ）のＵＲＬが本文に記述された電子メールを、当該会員ＩＤに
対応する利用者の端末装置３－ｊの電子メールアドレス宛としてメールサーバに送信する
（ステップＳ５８）。これにより、利用者は、スタンプ画像達成数に達し、プレゼント（
賞品）が与えられることを容易に把握することができる。なお、当該電子メール本文にプ
レゼント（賞品）情報を記述しても良い。また、当該施設用スタンプカード情報に対応す
る宿泊施設へ所定のＷｅｂページにあるフォームから、利用者の住所等を入力して連絡す
るように当該電子メールの本文に記述するようにしても良い。
【０１３０】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記特定した施設ＩＤに対応す
る施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ表示領域の総数を宿泊施設情報データベ
ース１０１から取得し、上記特定したスタンプ管理情報に含まれる濃いスタンプ画像の総
数（Ｍ）が、上記スタンプ表示領域の総数と一致するか否かを判別し（ステップＳ５９）
、一致する（つまり、全てのスタンプ表示領域がスタンプ画像で埋まっている）場合には
（ステップＳ５９：Ｙｅｓ）、当該スタンプ管理情報及びこれに対応付けられている有効
期限及び施設ＩＤを会員宿泊関連情報データベース１０３から削除する（ステップＳ６０
）。一方、濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）が、上記スタンプ表示領域の総数と一致しない
（達していない）場合には（ステップＳ５９：Ｎｏ）、ステップＳ６２に移行する。
【０１３１】
　一方、上記ステップＳ５６において、濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）が何れかのスタン
プ画像達成数と一致しない場合には（ステップＳ５６：Ｎｏ）、旅行代理店サーバ１のシ
ステム制御部２０は、スタンプ累計確認画面（Ｗｅｂページ）のＵＲＬが本文に記述され
た電子メールを、当該会員ＩＤに対応する利用者の端末装置３－ｊの電子メールアドレス
宛としてメールサーバに送信し（ステップＳ６１）、ステップＳ６２へ移行する。
【０１３２】
　一方、端末装置３－ｊは、当該送信された電子メールをメールサーバから受信すること
になる。
【０１３３】
　そして、ステップＳ６２では、ステップＳ５１にて検索された全ての会員ＩＤについて
特定されたか否かが判別され、全ての会員ＩＤについて特定され、上記処理が行われた場
合には（ステップＳ６２：Ｙｅｓ）、当該処理が終了する。一方、全ての会員ＩＤについ
て特定されていない場合には（ステップＳ６２：Ｎｏ）、ステップＳ５３に戻り、検索さ
れた会員ＩＤのうち、未だ特定されていない会員ＩＤが特定され（例えばＩＤの若い順に
順次特定される）、上記と同様の処理が行われる。
【０１３４】
　（２．４　有効期限経過判断時の動作）
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　次に、図８を用いて、有効期限経過判断時の動作について説明する。
【０１３５】
　旅行代理店サーバ１においては、例えば毎日一回（所定時刻（例えば、上記図７に示す
処理の終了直後）が到来すると）、図８に示す処理を行うようになっている。
【０１３６】
　図８に示す処理が開始されると、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、会員宿
泊関連情報データベース１０３に登録されている会員用スタンプカード情報を参照し、有
効期限が経過した（有効期限が前日であった）スタンプ管理情報に対応する施設ＩＤを検
索し（ステップＳ７１）、一つ以上の施設ＩＤが検索されたか否かを判別し（ステップＳ
７２）、一つも施設ＩＤが検索されない場合には（ステップＳ７２：Ｎｏ）、当該処理を
終了する。
【０１３７】
　一方、一つ以上の施設ＩＤが検索された場合には（ステップＳ７２：Ｙｅｓ）、旅行代
理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記検索された施設ＩＤのうちの一つを特定する
（ステップＳ７３）。
【０１３８】
　そして、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、当該特定した施設ＩＤに対応す
る施設用スタンプカード情報に含まれるスタンプ画像達成数を宿泊施設情報データベース
１０１から取得し、当該スタンプ画像達成数（例えば、５，１０，１５，２０）のうち、
当該施設ＩＤに対応するスタンプ管理情報に含まれる濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）より
も大きいスタンプ画像達成数のうちで、当該施設ＩＤに対応するスタンプ管理情報に含ま
れる薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）と濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）との合計（Ｍ＋Ｎ）
よりも小さいスタンプ画像達成数があるか否かを判別し（ステップＳ７４）、ない場合に
は（ステップＳ７４：Ｎｏ）、当該スタンプ管理情報及びこれに対応付けられている有効
期限及び施設ＩＤを会員宿泊関連情報データベース１０３から削除し（ステップＳ７５）
、ある場合には（ステップＳ７４：Ｙｅｓ）、当該スタンプ管理情報及びこれに対応付け
られている有効期限及び施設ＩＤを削除せず、これに、上記ステップＳ３２で判別対象外
とするように例えば予約登録時判別対象外フラグ（上述したサービス確定時の処理では対
象外とならない）を付加する（ステップＳ７６）。このように、有効期限が経過している
にも拘わらず削除しないのは、その後に、サービス確定時の処理により濃いスタンプ画像
の総数（Ｍ）がスタンプ画像達成数に達する場合があり、かかる場合には、有効期限を経
過していてもプレゼントを提供するためである。
【０１３９】
　次いで、ステップＳ７７では、ステップＳ７２にて検索された全ての施設ＩＤについて
特定されたか否かが判別され、全ての施設ＩＤについて特定され、上記処理が行われた場
合には（ステップＳ７７：Ｙｅｓ）、当該処理が終了する。一方、全ての施設ＩＤについ
て特定されていない場合には（ステップＳ７７：Ｎｏ）、ステップＳ７３に戻り、検索さ
れた施設ＩＤのうち、未だ特定されていない施設ＩＤが特定され（例えばＩＤの若い順に
順次特定される）、上記と同様の処理が行われる。
【０１４０】
　（２．５　スタンプカード画像閲覧・提供時の動作）
　次に、図９（Ａ），（Ｂ）を用いて、スタンプカード画像閲覧・提供時の動作について
説明する。
【０１４１】
　なお、この動作の前提として、会員である利用者の端末装置３－ｊが旅行代理店サーバ
１に接続して宿泊施設予約登録サイトへのログインが行われており、当該端末装置３－ｊ
には利用者の操作指示にしたがってスタンプ累計確認画面（上述したように、旅行代理店
サーバ１から送信された電子メールに記述されたＵＲＬが例えばマウスでクリックされて
表示されたものであっても良い）が表示されているものとする。
【０１４２】



(29) JP 4969159 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

　かかるスタンプ累計確認画面には、当該利用者に対して与えられた全ての宿泊施設のス
タンプカード画像に関する情報（例えば、宿泊施設名、スタンプカード画像に貼り付けら
れる現在の濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）、次のプレゼントを得るために必要な濃いスタ
ンプ画像の数（つまり、次のプレゼント画像があるスタンプ表示領域までに必要とされる
濃いスタンプ画像の数（例えば、図３（Ｂ）の例では、プレゼント画像１１２までには濃
いスタンプ画像が２つ必要となる））、及び次のプレゼント名）が一覧表示されている。
【０１４３】
　このようなスタンプ累計確認画面の表示状態において、端末装置３－ｊの利用者は、操
作部を操作して、閲覧したいスタンプカード画像に係る宿泊施設名を指定（例えばマウス
でクリック）すると、端末装置３－ｊは、図９（Ａ）に示す処理を開始し、当該宿泊施設
の施設ＩＤ（この施設ＩＤは、表示されないが宿泊施設名に対応付けられている）を取得
し、当該施設ＩＤを含むスタンプカード画像閲覧要求情報（カード画像の要求を示す要求
情報の一例）を、ネットワークＮＷを介して旅行代理店サーバ１に送信する（ステップＳ
８１）。
【０１４４】
　一方、旅行代理店サーバ１は、端末装置３－ｊから送信されてきたスタンプカード画像
閲覧要求情報を受信すると、図９（Ｂ）に示す処理を開始し、システム制御部２０は、当
該スタンプカード画像閲覧要求情報を送信した端末装置３－ｊの利用者の会員ＩＤを認識
すると共に、当該スタンプカード画像閲覧要求情報に含まれる施設ＩＤを認識し、会員宿
泊関連情報データベース１０３を参照して、上記認識した会員ＩＤに対応し、且つ上記認
識した施設ＩＤに対応するスタンプ管理情報を特定し、宿泊施設情報データベース１０１
を参照して、上記認識した施設ＩＤに対応する施設用スタンプカード情報を特定する（ス
テップＳ９１）。
【０１４５】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記特定した施設用スタンプカ
ード情報に含まれるスタンプ表示領域の総数及びスタンプ画像達成数に対応するスタンプ
カード画像のデータを記憶部１５から取得し、上記特定した施設用スタンプカード情報に
含まれるスタンプ画像の絵柄の種類に対応し、且つ上記特定したスタンプ管理情報に含ま
れる薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）分の薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ画像の総数（
Ｍ）分の濃いスタンプ画像のデータを記憶部１５から取得し、更に、上記特定した施設用
スタンプカード情報に含まれる各スタンプ画像達成数に対応するプレゼント(賞品)情報を
取得する（ステップＳ９２)。
【０１４６】
　そして、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、上記取得したスタンプカード画
像のデータ、スタンプ画像のデータ、及びプレゼント(賞品)情報、並びに、スタンプカー
ド画像を表示させるスタンプカード画面（Ｗｅｂページ）を構成するためのデータ（例え
ば、ＨＴＭＬデータを含む）等を含む応答情報をネットワークＮＷを介して端末装置３－
ｊに送信する（ステップＳ９３）。
【０１４７】
　なお、薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）分の薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ画像の総
数（Ｍ）分の濃いスタンプ画像を取得し、これらのデータを端末装置３－ｊに送信する代
わりに、薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ画像を夫々１つのみと共に、対応するスタン
プ管理情報を送信するようにし、端末装置３－ｊにおいて薄いスタンプ画像の総数（Ｎ）
分、薄いスタンプ画像を複製し、濃いスタンプ画像の総数（Ｍ）分、濃いスタンプ画像を
複製してスタンプカード画像における表示領域に表示させるように構成しても良い。
【０１４８】
　一方、端末装置３－ｊは、旅行代理店サーバ１から送信されてきた応答情報を受信する
と（ステップＳ８２）、端末装置３－ｊのブラウザは、応答情報に含まれるスタンプカー
ド画面を表示画面上で展開してスタンプカード画像を表示すると共に、当該スタンプカー
ド画像におけるスタンプ表示領域上にスタンプ画像（薄いスタンプ画像及び濃いスタンプ
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画像の少なくとも何れか一方）を重畳表示し、更に、スタンプカード画像の近傍にプレゼ
ント(賞品)情報を表示し（ステップＳ８３）、当該処理を終了する。
【０１４９】
　例えば、端末装置３－ｊのブラウザは、スタンプカード画面を構成するためのデータ（
例えば、ＨＴＭＬデータ）の記述（座標位置指定）にしたがって、スタンプカード画像を
表示すると共に、スタンプカード画像上に設けられたシリアル番号が「１」のスタンプ表
示領域から、濃いスタンプ画像の総数分のスタンプ表示領域に濃いスタンプ画像を重畳表
示し、その後のスタンプ表示領域から薄いスタンプ画像の総数分のスタンプ表示領域に薄
いスタンプ画像を重畳表示する。こうして例えば図３（Ａ）に示すようなスタンプカード
画面が表示されることになる。
【０１５０】
　（２．６　キャンセル登録時の動作）
　次に、図１０（Ａ），（Ｂ）を用いて、キャンセル登録時の動作について説明する。
【０１５１】
　なお、この動作の前提として、会員である利用者の端末装置３－ｊが旅行代理店サーバ
１に接続して宿泊施設予約登録サイトへのログインが行われており、当該端末装置３－ｊ
には利用者の操作指示にしたがってキャンセル登録画面が表示されているものとする。
【０１５２】
　このようなキャンセル登録画面の表示状態において、端末装置３－ｊの利用者は、操作
部を操作して、キャンセルしたい宿泊施設名及び宿泊予約日（複数日キャンセルする場合
、キャンセルしたい夫々の宿泊予約日）を、例えば当該画面上に設けられた入力欄に入力
し、登録ボタンを指定（例えばマウスでクリック）すると、端末装置３－ｊは、図１０（
Ａ）に示す処理を開始し、上記入力された宿泊施設名及び宿泊予約日を示す情報を含むキ
ャンセル登録要求情報を、ネットワークＮＷを介して旅行代理店サーバ１に送信する（ス
テップＳ１０１）。
【０１５３】
　一方、旅行代理店サーバ１は、端末装置３－ｊから送信されてきたキャンセル登録要求
情報を受信すると、図１０（Ｂ）に示す処理を開始し、システム制御部２０は、キャンセ
ル登録処理を実行する（ステップＳ１１１）。具体的には、旅行代理店サーバ１は、当該
キャンセル登録要求情報を送信した端末装置３－ｊの利用者の会員ＩＤを認識すると共に
、当該予約登録要求情報に含まれる宿泊施設名に対応する施設ＩＤを特定し、会員宿泊関
連情報データベース１０３を参照して、上記認識した会員ＩＤに対応する宿泊施設予約情
報から当該宿泊施設の施設ＩＤ及び宿泊予約日を削除すると共に、宿泊施設情報データベ
ース１０１を参照して、上記認識した施設ＩＤに対応する宿泊予約状況から部屋名、宿泊
予約日、及び当該利用者の会員ＩＤを削除する。
【０１５４】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、変数Ｒを宿泊キャンセル数（例
えば、２日キャンセルされた場合は、Ｒ＝２）に設定し（ステップＳ１１２）、続いて、
会員宿泊関連情報データベース１０３を参照して、上記認識した会員ＩＤに対応し、且つ
、上記特定した施設ＩＤに対応するスタンプ管理情報に含まれる薄いスタンプ画像の総数
（Ｎ）から「Ｒ」を減算登録（Ｎ←Ｎ－Ｒ）する（ステップＳ１１３）。これにより、ス
タンプカード画像における表示領域に表示される薄いスタンプ画像が一つ減ることになる
。
【０１５５】
　次いで、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０は、キャンセル登録が完了したこと
を示す情報、及びスタンプ累計確認画面（Ｗｅｂページ）のＵＲＬが本文に記述された電
子メールを、上記キャンセル登録要求情報を送信した端末装置３－ｊの電子メールアドレ
ス宛としてメールサーバに送信し（ステップＳ１１４）、当該処理を終了する。一方、端
末装置３－ｊは、当該送信された電子メールをメールサーバから受信し（ステップＳ１０
２）、当該処理を終了する。
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【０１５６】
　以上説明したように、上記実施形態によれば、旅行代理店サーバ１は、宿泊施設の予約
登録を認識した場合に、サービスを受ける利用者の会員ＩＤに対応するスタンプ管理情報
を、会員宿泊関連情報データベース１０３を参照して特定し、スタンプカード画像に設け
られた何れか一つのスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報を
、上記特定したスタンプ管理情報中に登録しておき、上記予約登録がなされた当該サービ
スの確定を認識した場合（すなわち、宿泊がなされた場合）に、サービスを受ける利用者
の会員ＩＤに対応するスタンプ管理情報を会員宿泊関連情報データベース１０３を参照し
て特定し、スタンプカード画像に設けられた何れか一つのスタンプ表示領域に表示される
べき薄いスタンプ画像に代えて、濃いスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記
特定したスタンプ管理情報中に登録するように構成したので、利用者に対して、端末装置
３－ｊにおいてスタンプ画像が有効になったかを容易に確認させることができ、利用者に
与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを一見して
把握させることができる。また、利用者は、どこまで確定的なポイントを収集できるかを
一見して把握することができる。さらに、利用者は、実際の店舗で買い物したときに発行
されるような、馴染みのあるスタンプカードに対応する画像を、インターネットを介して
見ることができるので、利用者にとって、視覚的に分かりやすく、馴染みのあるサービス
を提供することができる。
【０１５７】
　また、上記実施形態によれば、スタンプカード画像の有効期限が経過している場合には
薄いスタンプ画像が表示されることを示す情報のスタンプ管理情報中への登録を行わない
一方、スタンプカード画像の有効期限が経過している場合であっても、濃いスタンプ画像
が表示されることを示す情報のスタンプ管理情報中への登録を行う（図８に示す有効期限
経過判断時の処理による）ように構成したので、有効期限が経過している場合であっても
、利用者は、予約登録したことにより与えられた薄いスタンプ画像分のポイントを確保で
き、当該ポイントは無駄とならず、したがって、スタンプカード画像利用についての利便
性を向上させることができる。また、これにより、利用者の予約登録を促進することがで
きる。
【０１５８】
　なお、上記実施形態においては、スタンプカード画像のデータと、スタンプ画像のデー
タを夫々端末装置３－ｊに送信し、当該端末装置３－ｊにおいてスタンプカード画像にお
けるスタンプ表示領域上にスタンプ画像を重畳（貼り付け）表示するように構成したが、
別の例として、例えば、旅行代理店サーバ１が、スタンプカード画像におけるスタンプ表
示領域上にスタンプ画像を重畳（貼り付け）させて表示用スタンプカード画像を生成して
、当該生成した表示用カード画像のデータを含む応答情報を端末装置３－ｊに送信し、端
末装置３－ｊが受信した応答情報に含まれる表示用カード画像を表示するように構成して
も良い。
【０１５９】
　また、上記実施形態においては、スタンプカード画像に表示させるスタンプ画像をスタ
ンプ管理情報にて管理するように構成したが、別の例として、スタンプ管理情報を設けず
に利用者毎（会員ＩＤ毎）にスタンプカード画像をデータベースに記憶しておくようにし
ても良い。この場合、旅行代理店サーバ１が、上述したように予約登録を認識した場合に
、当該利用者の会員ＩＤに対応するスタンプカード画像をデータベースを参照して特定し
、且つ、薄いスタンプ画像を表示させるべき当該特定したスタンプカード画像における何
れかのスタンプ表示領域を特定（例えば、シリアル番号が小さい順に特定）し、当該特定
したスタンプ表示領域に薄いスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたスタンプカード画像
のデータをデータベースに更新登録する。そして、旅行代理店サーバ１が、上述したよう
に予約登録がなされた当該サービスの確定を認識した場合に、当該サービスを受ける利用
者の会員ＩＤに対応するスタンプカード画像を上記データベースを参照して特定し、当該
特定したスタンプカード画像のスタンプ表示領域に重畳された薄いスタンプ画像に代えて
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、濃いスタンプ画像を重畳し、当該重畳したスタンプカード画像のデータを更新登録する
ように構成しても良い。この構成の場合も、旅行代理店サーバ１が、スタンプ画像が重畳
されたスタンプカード画像を含む応答情報が端末装置３－ｊに送信されることになる。
【０１６０】
　また、上記実施形態においては、宿泊施設毎にスタンプカード画像が登録されるように
構成したが、地域にある複数の宿泊施設や、一定のグループ内の複数の宿泊施設をチェー
ン化して、宿泊施設のチェーン（グループ）毎にスタンプカード画像が登録される（つま
り、そのチェーン（グループ）内の宿泊施設で共通に使用できるスタンプカード画像）よ
うに構成しても良い（例えば、地域活性化や町おこしになどのため）。この場合、同一の
チェーン（グループ）内の宿泊施設には、同一のチェーン（グループ）ＩＤが付与され、
スタンプカード画像の管理にはこのチェーン（グループ）ＩＤが使用されることになる。
また、上記実施形態においては、マーク情報としてスタンプ画像を例にとって説明したが
、予約登録の段階と、宿泊施設の提供サービスの確定の段階とを把握可能であれば、当該
マーク情報はテキスト等であっても構わない。
【０１６１】
　また、上記実施形態においては、本発明におけるサービスとして宿泊施設の提供サービ
スを例にとり、「サービスを受けるためのサービス登録」として「予約登録」を例にとっ
て説明したが、その他のサービスに対しても適用可能である。例えば、サービスとして利
用施設（遊園地、テーマパーク、スキー場、コルフ場等）の提供サービスの予約登録に対
して適用することもでき、この場合、当該サービスの確定は、例えば、利用予約当日の到
来で判断される。また、例えば、商品の提供（販売）サービスの申込登録に対して適用す
ることもでき、この場合、当該サービスの確定は、例えば、商品発送日の到来で判断され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本実施形態に係る宿泊施設予約登録システムＳの概要構成例を示す図である。
【図２】旅行代理店サーバ１の概要構成の一例を示すブロック図である。
【図３】スタンプ画像が重畳されたスタンプカード画像を有するスタンプカード画面の一
例を示す図である。
【図４】（Ａ）は、宿泊施設情報データベース１０１に登録（記憶）された情報の内容の
一例を示し、（Ｂ）は、会員情報データベース１０２に登録（記憶）された情報の内容の
一例を示し、（Ｃ）は、会員宿泊関連情報データベース１０３に登録（記憶）された情報
の内容の一例を示す図である。
【図５】（Ａ）は、端末装置２－ｋにおけるスタンプカード画像登録（発行）時の処理を
示すフローチャートであり、（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０におけ
るスタンプカード画像登録（発行）時の処理を示すフローチャートである。
【図６】（Ａ）は、端末装置３－ｊにおける予約登録時の処理を示すフローチャートであ
り、（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０における予約登録時の処理を示
すフローチャートである。
【図７】旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０におけるサービス確定時の処理を示す
フローチャートである。
【図８】旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０における有効期限経過判断時の処理を
示すフローチャートである。
【図９】（Ａ）は、端末装置３－ｊにおけるスタンプカード画像閲覧時の処理を示すフロ
ーチャートであり、（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０におけるスタン
プカード画像提供時の処理を示すフローチャートである。
【図１０】（Ａ）は、端末装置３－ｊにおけるキャンセル登録時の処理を示すフローチャ
ートであり、（Ｂ）は、旅行代理店サーバ１のシステム制御部２０におけるキャンセル登
録時の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【０１６３】
１　旅行代理店サーバ
２－ｋ，３－ｊ　端末装置
１１　操作部
１２　表示部
１３　通信部
１４　ドライブ部
１５　記憶部
１６　入出力インタフェース部
１７　ＣＰＵ
１８　ＲＯＭ
１９　ＲＡＭ
２０　システム制御部
２１　システムバス
１０１　宿泊施設情報データベース
１０２　会員情報データベース
１０３　会員宿泊関連情報データベース
ＮＷ　ネットワーク
Ｓ　宿泊施設予約登録システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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